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28,000円

25,000円

38,000円

その他の区域

長期優良住宅認定申請に係る技術的審査手数料一覧表(平成23年1月1日）

22,000円

18,000円36,000円

44,000円 24,000円

39,000円 19,000円

48,000円

大阪の区域一棟の延べ面積（㎡）

設計住宅評価申請と同時契約

25,000円

23,000円

35,000円

28,000円57,000円

型式等

一般

71,000円

46,000円

51,000円

31,000円62,000円

56,000円

77,000円

50,000円

型式等

一般

300超～

100超～300以下

設計住宅評価申請と同時契約 設計住宅評価申請と同時契約

100以下

型式等

一般

大阪の区域 その他の区域

すべての床面積の区分

上表において型式等とは、次に掲げる構造とする。

1）　住宅型式性能承認を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る住宅
性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において住宅型式性能認定書の写しが添えられている場合に限る。

2）　住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただ
し、その申請において型式住宅部分等製造者認証書の写しが添えられている場合に限る。

変更申請の場合は、上表のそれぞれの申請の料金の半額とする。（千円未満切り捨て）

一棟の延べ面積（㎡）
設計住宅評価申請と同時契約

備考

一戸建ての住宅

備考

変更申請の場合は、上表のそれぞれの申請の料金の半額とする。（千円未満切り捨て）

（消費税込み）

別途見積もり

（消費税込み）

2）　住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただ
し、その申請において型式住宅部分等製造者認証書の写しが添えられている場合に限る。

1）　住宅型式性能承認を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る住宅
性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において住宅型式性能認定書の写しが添えられている場合に限る。

一戸建ての住宅以外の住宅

上表において型式等とは、次に掲げる構造とする。


